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⑴部門別のエネルギー消費の推移
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出典:平成27年度エネルギー需給実績（確報）（資源エネルギー庁）

【シェアの推移】
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【最終エネルギー消費の推移】

出典:平成27年度エネルギー需給実績（確報）（資源エネルギー庁）

産業部門
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運輸部門
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（年度）

（ペタジュール） 1990年比

業務部門＋
家庭部門

+24.8％

業務部門

+37.5％

家庭部門
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○ 他部門（産業・運輸）が減少・微増する中、業務部門・家庭部門のエネルギー消費量は大きく増加し（90年比で約
25％増）、現在では全エネルギー消費量の約１／３を占めている。

○ 建築物における省エネルギー対策の抜本的強化が必要不可欠。
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○ 2015年７月、「日本の約束草案」を地球温暖化対策推進
本部において決定、国連気候変動枠組条約事務局に提出。

○ 「日本の約束草案」では、2030年度に2013年度比26.0％
減（2005年度比25.4％減）の水準とする。

○ 2015年12月、COP21（気候変動枠組条約 第21回締約国
会議）において、全ての国が参加する2020年以降の温室
効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、
パリ協定を採択。

○ パリ協定を踏まえ、「日本の約束草案」で示した中期目標
（2030年度削減目標）の達成に向けて、地球温暖化対策
計画を策定（2016年5月13日閣議決定）。

⑵パリ協定を踏まえた地球温暖化対策

エネルギー起源CO2の各部門の排出量の目安

パリ協定採択までの経緯と今後のスケジュール

C
O
P
17

C
O
P
21

2020年2015年

2020年以降の
新たな枠組みの議論

（特別作業部会）

2020年以降の
新たな枠組みの議論

（特別作業部会）

7月
約束草案の提出

パ
リ
協
定
の
発
効

2016年

11月
適応計画の提出

世界総排出量の55%以上の排出量を
占める55カ国以上の締約国が協定を
締結した日の後30日目に効力を生じる
2016年11月4日発効

4月
署名式典にて署名

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定発効に向けた準備
（特別作業部会）

パリ協定の実施に向けて
詳細なルールを議論

2011年

2013年度
実績

2030年度
の排出量
の目安

（参考）
削減率

エネルギー起源CO2 1,235 927 ▲25％

産業部門 429 401 ▲7％

業務その他部門 279 168 ▲40％

家庭部門 201 122 ▲39％

運輸部門 225 163 ▲28％

ｴﾈﾙｷﾞｰ転換部門 101 73 ▲28％

※ 温室効果ガスには、上記エネルギー起源CO2のほかに、
非エネルギー起源CO2、一酸化二窒素、メタン等があり、
これらを含めた温室効果ガス全体の削減目標が▲26.0％
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第２章 ２０３０年に向けた基本的な方針と政策対応
第２節 ２０３０年に向けた政策対応

２．徹底した省エネルギー社会の実現
（１） 各部門における省エネルギーの強化

①業務・家庭部門における省エネルギーの強化

さらに、省エネルギー性能の低い既存建築物・住宅の改修・建て替えや、省エネルギー性能等も含めた総
合的な環境性能に関する評価・表示制度の充実・普及などの省エネルギー対策を促進する。また、新築の建
築物・住宅の高断熱化と省エネルギー機器の導入を促すとともに、より高い省エネルギー性能を有する低炭
素認定建築物の普及促進を図る。

政府においては、公共建築物のほか、住宅やオフィスビル、病院などの建築物において、高断熱・高気密化
や高効率空調機、全熱交換器、人感センサー付ＬＥＤ照明等の省エネルギー技術の導入により、ネット・ゼロ・
エネルギーの実現を目指す取組を、これまでに全国で約２．８万件（２０１７年度末累積）支援してきたところで
ある。

今後は、将来の建築物の省エネルギー性能の標準とすることを見据え、非住宅建築物については、２０２０
年までに国を含めた新築公共建築物等で、２０３０年までに新築建築物の平均でＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル）を実現することを目指す。また、住宅については、２０２０年までにハウスメーカー等が新築する注
文戸建住宅の半数以上で、２０３０年までに新築住宅の平均でＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の実
現を目指す。なお、その際、ＺＥＢやＺＥＨに不可欠な再生可能エネルギーの導入促進に係る施策との協調に
留意しつつ、建材トップランナー制度も活用しながら、高性能建材の価格低減に向けた普及促進策を講ずる
こととする。

さらに、こうした環境整備を進めつつ、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、２０２０年ま
でに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準への適合を義務化することとしている。これを受
けて大規模な非住宅建築物については、２０１５年に制定された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関
する法律」に基づき、義務化が開始されたところである。
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⑶ エネルギー基本計画（平成30年7月3日閣議決定） ＜住宅・建築物の省エネ施策関連抜粋＞



⑷ 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）＜住宅建築物関連抜粋＞

【第２節 地球温暖化対策・施策 １．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策】

Ｂ．業務その他部門の取組

（b）建築物の省エネ化

○新築建築物における省エネルギー基準適合義務化の推進
大規模建築物の省エネルギー基準への適合義務化を規定する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年

法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。）に規定する大規模建築物の省エネルギー基準への適合義務化の円滑な施行を目指
す。また、規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築建築物について段階的に省エネルギー基
準への適合を義務化する。これに向けて、円滑な実施のための環境整備に取り組む。具体的には、省エネルギー対策の一層の普
及や、建築物や建材・機器等の省エネルギー化に資する新技術・新サービス・工法の開発支援等を実施するとともに、民間の自立
的な省エネルギー投資を促すための支援を図る。

○既存建築物の省エネルギー化（改修）
新築建築物については、省エネルギー基準への適合義務化を段階的に進める一方、既存建築物については、省エネル

ギー基準への適合義務化を行うことが難しいため、省エネルギー改修を促進することが重要となる。具体的には、省エネ
ルギー性能・環境性能の評価・表示制度の充実・普及を通じて、省エネルギー性能が建築物の付加資産価値となることや
テナント料等に反映されることを目指し、各種支援措置等により民間の省エネルギー投資を促進するなど既存建築物の省
エネルギー・低炭素改修を促進する。

○ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）の推進
ＺＥＢの実現と普及拡大を目指して、病院や学校等の主要な施設用途別のＺＥＢのガイドライン作成等を行い、普及を

促進する。こうしたＺＥＢの普及促進を通じて、2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物の平均でＺ
ＥＢを実現することを目指す。

○低炭素認定建築物等の普及促進
より省エネルギー性能の高い建築物の建築を促進するため、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84

号）に基づく低炭素認定建築物（省エネルギー基準よりエネルギー消費量が10％以上少ない建築物）等の普及促進を図る
とともに、これらの基準を対策の進捗等に応じて見直す。

○省エネルギー・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進
建築物省エネ法に基づく省エネルギー性能に係る表示制度、住宅性能表示制度や総合的な環境性能を評価するＣＡＳＢ

ＥＥ等の充実・普及促進を図る。

第３章 目標達成のための対策・施策 （本文抜粋）
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⑷ 地球温暖化対策計画（平成28年5月13日閣議決定）＜住宅建築物関連抜粋＞

【第２節 地球温暖化対策・施策 １．温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策・施策】

Ｃ．家庭部門の取組

（b）住宅の省エネ化

○新築住宅における省エネ基準適合の推進
規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、2020年までに新築住宅について段階的に省エネルギー基準への適

合を義務化する。これに向けて、中小工務店・大工の施工技術向上や伝統的木造住宅の位置付け等に十分配慮しつつ、円滑な実
施のための環境整備に取り組む。具体的には、省エネルギー対策の一層の普及、住宅や建材・機器等の省エネルギー化に資する
新技術・新サービス・工法の開発支援等を実施する。

○既存住宅の断熱改修の推進
新築住宅については、省エネルギー基準の適合義務化を段階的に進める一方、既存住宅については、省エネルギー改修

を促進することが重要となる。具体的には、既存住宅の断熱性能向上を図るため、高性能な断熱材や窓などの設備導入補
助や、省エネルギー改修を行った住宅等への減税措置による導入支援を行うほか、省エネルギー性能が住宅の資産価値に
反映されることを目指し、省エネルギー性能・環境性能の評価・表示制度を充実・普及させ、既存住宅の省エネルギー・
省ＣＯ２改修を促進する。こうした施策を通じ、2020年までに中古住宅の省エネルギーリフォーム件数を倍増させる。

このほか、居住者に対してエネルギーの使用状況に応じた省エネルギー機器・設備・建材の導入メリットに関する情報
提供を促進する。

○省エネ・省ＣＯ２のモデル的な住宅への支援
より高い性能の住宅の建築を促進するため、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）、ライフサイクルカーボン

マイナス住宅（ＬＣＣＭ）、低炭素認定住宅などの省エネルギー・省ＣＯ２のモデル的な住宅への支援を行う。これによ
り、2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をＺＥＨにすることを目指す。

○低炭素認定住宅等の普及促進
低炭素認定住宅等を、新築又は取得した場合の税制優遇措置や、中小工務店に対する技術支援等を行い、他の住宅への

波及効果による既存住宅も含めた低炭素認定住宅等の普及を促進する。

○省エネ・環境性能の評価・表示制度の充実・普及促進
建築物省エネ法に基づく省エネルギー性能に係る表示制度、住宅性能表示制度やＮＥＢ（Non-Energy Benefit）の観点

も含めた総合的な環境性能を評価するＣＡＳＢＥＥ等の充実・普及促進を図る。

第３章 目標達成のための対策・施策 （本文抜粋）

7

１．住宅・建築物の省エネルギー性能向上をめぐる背景
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⑴ 建築物省エネ法の概要
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その他の建築物特定建築物

一定規模以上の新築、増改築に係る計画の所管行政庁への
届出義務

新築又は改修等の計画が、誘導基準に適合すること
等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の
特例＊を受けることができる。

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適
合することについて所管行政庁の認定を受け
ると、その旨の表示をすることができる。

住宅事業建築主＊が新築する一戸建て住宅

住宅事業建築主に対して、その供給する分譲戸建住宅に関す
る省エネ性能の基準（住宅トップランナー基準）を定め、省エネ
性能の向上を誘導

新築時等に、建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）への適合義務

● 基本方針の策定 （国土交通大臣）、建築主等の努力義務、建築主等に対する指導助言

住宅トップランナー制度・・・P21

規

制

措

置

■社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、住宅以外の
一定規模以上の建築物の省エネ基準への適合義務の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずる。

法律の概要

誘

導

措

置

必要に応じて所管行政庁が指示・命令

● その他所要の措置（新技術の評価のための大臣認定制度の創設 等）

＊省エネ性能向上のための設備について通常の建築物
の床面積を超える部分を不算入（１０％を上限）

＜住宅トップランナー基準に適合しない場合＞

＜省エネ基準に適合しない場合＞

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

一定数（政令：年間150戸）以上新築する事業者に対しては、
必要に応じて大臣が勧告・公表・命令

建築主事又は指定確認検査機関 所管行政庁又は登録省エネ判定機関

適合判定通知書
着工

建築物使用開始

建築確認 省エネ適判

＊住宅の建築を業として行う建築主

一定規模以上の建築物（政令：300㎡）一定規模以上の非住宅建築物（政令：2,000㎡ ）
※基準適合義務対象を除く

基準適合について所管行政庁又は登録省エネ判定機関（創設）の判定を受ける義務

建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。

①

②

③

＜施行日：誘導措置は平成28年4月1日、規制措置は平成29年4月1日＞

（平成27年法律第53号、7月8日公布）

届出制度・・・P18省エネ基準適合義務・省エネ適合性判定・・・P14

エネルギー消費性能の表示・・・P26 容積率特例に係る認定制度・・・P27

検査
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省エネ法と建築物省エネ法の比較概要 （新築）

省エネ法
エネルギーの使用の合理化等に関する法律

建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

建築物 住宅 建築物 住宅

大規模
（2,000㎡以上）

届出義務
【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

届出義務
【著しく不十分な場合、

指示・命令等】

適合義務
【建築確認手続きに連動】

届出義務
【基準に適合せず、
必要と認める場合、

指示・命令等】

中規模
（300㎡以上

2,000㎡未満）

届出義務
【著しく不十分な場合、

勧告】

届出義務
【著しく不十分な場合、

勧告】

届出義務
【基準に適合せず、
必要と認める場合、

指示・命令等】

小規模
（300㎡未満）

努力義務
【省エネ性能向上】

努力義務
【省エネ性能向上】

努力義務
【省エネ性能向上】

努力義務
【省エネ性能向上】

住宅ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制度
【ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準適合】
【必要と認める場合、

勧告・命令等※】

第一種特定建築物

第二種特定建築物

特定建築物

住宅ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ制度
【ﾄｯﾌﾟﾗﾝﾅｰ基準適合】
【必要と認める場合、

勧告・命令等※】

※1年間に新築する戸建住宅の戸数が150戸以上の住宅事業建築主が対象 11

２．建築物省エネ法の施行状況



努力義務（§６）

１ 建築主は、その建築等（中略）をしようとする建築物について、（中略）エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
２ 住宅の建築を業として行う建築主（以下「住宅事業建築主」という。）は、前項に定めるもののほか、その新築する一戸建ての住宅を第
二十七条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

適合義務（§11）

１ 建築主は、特定建築行為（中略）をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る)を建築物エネルギー消費性能基準に適合さ
せなければならない。

２ 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。

届出義務（§19）

１ 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当
該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。（後略）

(1) 特定建築物以外の建築物の新築であって（中略）政令で定める規模以上のもの
(2) 建築物の増築又は改築であって（中略）政令で定める規模以上のもの（特定建築行為に該当するものを除く。）

２ 所管行政庁は、（中略）必要があると認めるときは、（中略）その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示するこ
とができる。

３ 所管行政庁は、（中略）指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、（中略）その指示に係る措
置をとるべきことを命ずることができる。

１ 経済産業大臣及び国土交通大臣は、（中略）住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必
要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。

１ 国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する一戸建ての住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する一戸建ての
住宅につき、前条第一項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、（中略）その
新築する一戸建ての住宅のエネルギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

２ 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた住宅事業建築主が（中略）その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
３ 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた住宅事業建築主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、
（中略）エネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る
措置をとるべきことを命ずることができる。

建築物省エネ法 参照条文（抄）

住宅トップランナー制度（§27、28）
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省エネ基準の概要

【建築物】

太陽光発電

断熱窓サッシ・ガラス

高効率空調設備

ＬＥＤ照明

【住宅】

太陽光発電

日差しを遮る庇

断熱材

ペアガラス
二重サッシひさし

高効率給湯（エコキュート等）

一次エネルギー消費量が基準値以下となること。

※「一次エネルギー消費量」

＝ 空調エネルギー消費量 ＋ 換気エネルギー消費量

＋ 照明エネルギー消費量 ＋ 給湯エネルギー消費量

＋ 昇降機エネルギー消費量

＋ その他エネルギー消費量 （OA機器等）

－ 太陽光発電設備等による創エネ量

外皮（外壁、窓等）の表面積あたりの熱の損失量（外

皮平均熱貫流率等）が基準値以下となること。

※「外皮平均熱貫流率」

＝総熱損失量 ／ 外皮表面積

13

○ 省エネ基準とは、建築物の備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準であり、
一次エネルギー消費量基準と外皮基準からなる。

一次エネルギー消費量基準 （住宅・建築物ともに適用） 外皮基準 （住宅のみに適用）

省エネ性能向上のための取組例

＜外皮を通した熱損失のイメージ＞

屋根

外壁・窓床

２．建築物省エネ法の施行状況



⑵ 省エネ基準適合義務・省エネ適合性判定
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省エネ基準適合義務・省エネ適判の概要

省エネ性能
確保計画の提出

適合判定通知書

建築確認申請

確認済証

着工

竣工/完了検査申請

検査済証

＜所管行政庁又は
登録省エネ判定機関＞

＜建築主事又は
指定確認検査機関＞

省エネ適判
確認審査

完了検査

＜建築主＞

使用

（必要に応じ）計画変更の手続き

〈省エネ適判対象物件に係る手続フロー〉

15

○ 建築主は、床面積の合計が2,000㎡以上の非住宅建築物の新築等（特定建築行為）を行う際、当該建築物を省エネ
基準に適合させなければならない。【建築物省エネ法第11条第１項】

○ 建築主は、特定建築行為に係る工事に着手する前に、省エネ性能確保計画を提出し、所管行政庁又は登録省エネ
判定機関による省エネ基準への適合性に係る判定（省エネ適判）を受けなければならない。【建築物省エネ法第
12条・第15条】

○ 特定建築行為に係る建築物は、建築基準法に基づく建築確認や完了検査において、省エネ基準への適合性につい
ても審査・検査の対象となる。【建築物省エネ法第11条第２項】

２．建築物省エネ法の施行状況



省エネ適判の実績

○省エネ適判の件数（平成２９年度）

※（一社）住宅性能評価・表示協会による調査結果

16

合計 所管行政庁 登録省エネ判定機関

４月～６月 198件 19件 179件

７月～９月 657件 35件 622件

１０月～１２月 794件 41件 753件

１月～３月 884件 56件 828件

合計 2,533件 151件 2,382件

２．建築物省エネ法の施行状況



省エネ適判対象物件に係る確認審査日数

○ 省エネ適判対象となる大規模の非住宅建築物の法施行後における確認審査日数は、法施行前における日数を超えて

いない状況。

○省エネ適判対象となる大規模の非住宅建築物に係る確認審査日数の推移

建築物省エネ法施行前 建築物省エネ法施行後

※建築物省エネ法施行前（H29年3月以前）は構造適判対象物件のうち2,000㎡以上の非住宅建築物の日数
※新築の物件を対象（既に建築物が建っている敷地内に別棟で新築する場合は含んでいない）

※国土交通省の調査結果による
※審査日数は、事前相談受付から確認済証交付までに要する日数（申請者側の作業日数と審査側の作業日数を含む）

H28年6月 H28年9月 H28年12月 H29年3月

平均日数 67.7 66.9 65.4 68.2

件数 226 197 217 256

H29年6月 H29年9月 H29年12月

50.7 61.9 62.7

85 171 197

※建築物省エネ法施行後（H29年6月以降）は省エネ適判対象物件の日数 17

２．建築物省エネ法の施行状況



⑶ 届出制度
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届出制度の概要

省エネ計画の届出
（着工日の21日前まで）

着工
（確認済証の取得後）

＜所管行政庁＞

省エネ計画の受理

＜建築主＞

〈届出対象物件に係る手続フロー〉

届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、
省エネ性能確保のため必要があると認めるとき
は、計画の変更等の指示・命令ができる

19

○ 建築主は、床面積の合計が300㎡以上の住宅・建築物（省エネ適判の対象となる2,000㎡以上の建築物を除く）の新
築等を行う際、着工日の21日前までに、省エネ計画を所管行政庁に届け出なければならない。 【建築物省エネ法
第19条第1項】

○ 所管行政庁は、届出に係る計画が省エネ基準に適合せず、省エネ性能確保のため必要があると認めるときは、計画
の変更等の指示・命令ができる。【建築物省エネ法第19条第２項・第３項】

２．建築物省エネ法の施行状況



届出率の推移

20

規模 建築物 住宅

平成27年度

大規模 97.4% 82.2%

中規模 77.4% 66.0%

平成28年度

大規模 98.4% 84.0%

中規模 78.1% 67.3%

平成29年度
大規模 － 86.9%

中規模 79.2% 69.3%

【届出対象物件の届出率】

※届出率は、届出データや建築着工統計データにもとづき推計

＊大規模：2,000㎡以上、中規模：300㎡以上2,000㎡未満

○ 届出率は、年々上昇傾向にあるものの、平成29年度における中規模の住宅・建築物の届出率は、住宅で69.3%、
建築物で79.2%となっている。

２．建築物省エネ法の施行状況



⑷ 住宅トップランナー制度
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＜住宅事業建築主の供給する分譲戸建住宅の省エネ性能向上を促す措置＞

○ 住宅の建築を業として行う建築主（住宅事業建築主）に対して、その供給する分譲戸建住宅の省エネ性能の向上の目
標（トップランナー基準）を定めるものとし、断熱性能の確保、効率性の高い建築設備の導入等により、一層の省エ
ネ性能の向上を誘導。

○ 年間150戸以上供給する事業者に対しては、目標年度において、目標の達成状況が不十分であるなど、省エネ性能の向
上を相当程度行う必要があると認めるときは、国土交通大臣は、当該事業者に対し、その目標を示して性能の向上を
図るべき旨の勧告、その勧告に従わなかったときは公表、命令（罰則）することができる。

住宅トップランナー制度の概要

1年目 2年目 3年目省エネ性能
の平均値

住宅事業建築主が
販売する戸建住宅の

商品シリーズ

省
エ
ネ
性
能

×E

D D ×
C C ×

B B

A A

F

B

A

F

×
A

F

G

H

G

H

I

J

目標年度

目標年度における
目標水準
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２．建築物省エネ法の施行状況

＜トップランナー基準＞
2019年度まで ： 一次エネルギー消費量基準（省エネ基準▲１０％相当）
2020年度以降 ： 一次エネルギー消費量基準（省エネ基準▲１５％相当）＋外皮基準



トップランナー基準への適合率の推移

※1：年間150戸以上供給する事業者に対して報告を求めた結果による
※2：１年間に供給する住宅全体の平均の省エネ性能がトップランナー基準を上回っているものを適合とみなす
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適合している事業者数(社)※2
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※：住宅トップランナー制度に基づく国土交通省への報告結果（平成28年度）及び建築着工統計（平成28年度）による
24

分譲戸建住宅における大量供給事業者の供給シェア

（分譲戸建住宅全体：134,700戸・平成28年度）

年間150戸未満を供給する事業者
54.4％（73,316戸）

年間150戸以上を供給する事業者
45.6％ （61,384戸）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小規模（300㎡未満）住宅における分譲戸建住宅のシェア
（小規模住宅全体：576,018戸・平成28年度）

注文戸建住宅
53.1％（305,605戸）

分譲戸建住宅
23.3％（134,700戸）

分譲戸建住宅における大量供給事業者の供給シェア

賃貸アパート等
23.6％（135,713戸）
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⑸ エネルギー消費性能の表示・容積率特例に
係る認定制度

25



建築物エネルギー消費性能基準
適合認定建築物

この建築物は、建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律第36条第２項の規定に基づき、
建築物エネルギー消費性能基準に適合していると
認められます。

建築物の名称 Aビル
建築物の位置 ○県○市○○3-5
認定番号 23
認定年月日 2017年5月7日
認定行政庁 ○市
適用基準 一次エネルギー消費量基準（新築建築物）適合

省エネ性能の表示制度の概要

■ 既存建築物の省エネ改修をして、基準適合とした

場合のアピール

⇒行政庁による認定を受け、

基準適合認定マーク（eマーク）を表示

■ 新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピール

⇒第三者機関による評価を受け、

省エネ性能に応じて５段階で★表示

※既存建築物でも
活用可能

法第７条に基づくガイドラインに準拠した制度法第３６条に基づく制度

＜既存建築物が基準適合していることをアピール＞ ＜基準レベル以上の省エネ性能をアピール＞

【基準適合認定マーク実績（H30.7末時点）】

建物種別 件数

非住宅建築物 4 

【ＢＥＬＳ実績（H30.7末時点）】

建物種別 件数

戸建住宅 44,731

共同住宅 12,163

非住宅建築物 1,006 

計 57,900
26
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認定基準

①誘導基準に適合すること
※省エネ基準を超えるものとして、経済産業省令・ 国土交通省令で

定める基準

②計画に記載された事項が基本方針に照らして適切な
ものであること

③資金計画が適切であること

容積率特例

・省エネ性能向上のための設備について、通常の建築
物の床面積を超える部分を不算入（建築物の延べ面
積の１０％を上限）

＜対象設備＞
①太陽熱集熱設備、太陽光発電設備その他再生可能エネルギー源を

活用する設備であって省エネ性能の向上に資するもの、
②燃料電池設備、
③コージェネレーション設備、④地域熱供給設備、⑤蓄熱設備、
⑥蓄電池（床に据え付けるものであって、再生可能エネルギー発電

設備と連系するものに限る）、⑦全熱交換器

【具体的な設備例】

○コージェネレーション設備
電力の使用先でガスを使って発電し、排熱を給
湯などに有効利用することで高い総合効率を実
現するシステム

エネルギー消費性能向上計画の認定制度の概要

建物種別 件数

一戸建て 720

共同住宅等の住戸 8

非住宅建築物 0

計 728

【性能向上計画認定実績（H30.7末時点）】

27

○ 新築及び省エネ改修※を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の所管行政庁による
認定を受けることができる。 ※増築・改築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修

○ 認定を受けた建築物については、容積率等の特例を受けることができる。

２．建築物省エネ法の施行状況



⑹ 建築物省エネ法の周知等に係る取組み

28



建築物省エネ法の周知・普及活動について

講習会等の実施

政府広報・業界紙・ＨＰ等のメディアの活用

・申請者向け 309回（約3.6万人） ・審査者向け 85回 （約9,000人）

・中小工務店向け H28年度：約1,400回（約3.2万人）、H29年度：約1,100回（約2.4万人）

・40万部配布
（行政庁経由：30万部、業界団体・審査機関経由：10万部）

・1,500枚配布
（行政庁経由：1,000枚、業界団体・審査機関経由：500枚）

・3,500枚配布
（行政庁経由：2,500枚、業界団体・審査機関経由：1,000枚）・講習会の日程入りポスターを業界紙に掲載

（日刊建設通信新聞、日刊建設工業新聞、日刊建設産業新聞、建通新聞等の37件）

・国交省ＨＰに建築物省エネ法特設ページを設置
・省エネ基準等に係るサポートページを設置（IBEC）

・政府広報ラジオ番組での放送 （FM東京「秋元才加のWeekly Japan!!」）

・政府広報新聞広告に掲載 （日経新聞）

・省エネに関する情報提供の特設サイト（省エネNEXT）の立ち上げ（日経BP）

・機関紙への記事掲載 （IBEC機関紙、BCJ機関紙、建築技術等の約20件）

・約10.5万通送付
（全建築士事務所あて）

制度説明会

省エネ住宅技術に関する講習会

政府広報

業界紙・機関紙

ホームページ

パンフレット・ポスター等の配布

パンフレット

ポスター

DVD

ダイレクトメール

行政庁・業界団体主催の講習会への対応
・約４０回の講習会にて制度説明を実施

マニュアル等の作成

・申請手続き等に係るマニュアル

省エネ適判・届出マニュアル

・設計図書の記載方法に係るマニュアル

設計図書記載マニュアル

・工事監理の方法に係るマニュアル
工事監理マニュアル

・省エネ適判の申請図書（計画書・設計図書・計
算書）や工事監理報告書等の記載例

省エネ適判の申請図書等の記載例

省エネ基準義務化等に係るシンポジウム
・省エネ基準義務化等に係るシンポジウムを開催（H29.3/1・3/22、H30.3.23）

設計・工事監理に関する説明会

・建材・設備メーカー向け １０団体 ・設計者等向け ６団体

・省エネ基準適合義務対象建築物の完了検査
に係るマニュアル

完了検査マニュアル

・申請者向け 40回（約5,000人）
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建築物省エネ法の円滑施行に向けた体制整備について

相談窓口の充実強化

情報提供サイトの構築等

・省エネサポートセンターの強化（IBEC）

（平成29年4月～平成30年3月において、8,997件の質問を受付）

・設計・工事監理に関する相談窓口の設置（日本設備設計事務所協会連合会）

（平成29年4月～平成30年3月において、142件の質問を受付）

・コンタクトポイントの設置
（IBEC）

・対象物件が所在する市町村名を入力することで、窓口となる所管行政庁・登録省エネ
判定機関を検索可能なサイトを構築（評価協会）

・上記サイトにて省エネ適判機関の混雑状況も公表

制度全般・省エネ基準の相談窓口

設計・工事監理の相談窓口

省エネ適判・届出の窓口検索サイト

建材・設備の検索サイト

提案受付窓口の設置

・建材・設備の性能値や性能証明書類を検索可能なサイトを構築（評価協会）

省エネ計算を引受可能な設計事務所リストの公表

・省エネ計算を引受可能な設備設計事務所のリストを公表
（日本設備設計事務所協会連合会）

省エネ適判物件の件数の調査等

・省エネ適判物件の件数を調査・公表（国土交通省・評価協会）

審査の円滑化のための体制整備

基準等の整備に係る
体制整備

・所定の試験方法では評価
できない建材・設備の性能
値を評定

（登録省エネ評価機関・評価協会
を通じ調整）

任意評定の実施

・登録省エネ判定機関等の連絡体制の整
備（評価協会）

・定期に、所管行政庁を交え、省エネ適判
機関の情報共有・意見交換を実施（評価協
会・JCBA）

審査者間の情報共有・意見交換
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３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等

⑴ 住宅・建築物に関する主要な省エネ支援施策

⑵ ZEH（ゼロ・エネルギー住宅）等の整備支援

⑶ 住宅性能表示制度

⑷ 既存ストックの省エネ改修への支援
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⑴ 住宅・建築物に関する主要な省エネ支援施策
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住宅・建築物に関する主要な省エネ支援施策（Ｈ30年度予算等）

建 築 物 住 宅

融資 －

【（独）住宅金融支援機構のフラット35S】
○耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅を取得する場合、当初５

年間の金利を引き下げ

○認定長期優良住宅、認定低炭素住宅といった特に優れた住宅を取
得する場合は、当初１０年間の金利を引き下げ

税

【法人税／所得税／法人住民税／事業税、固定資産税】
○中小企業が認定経営力向上計画に基づき一定の省エネ設備の取

得等をし、事業の用に供した場合、即時償却又は税額控除の特例
措置。さらに、償却資産の場合には固定資産税の軽減措置。

【所得税／登録免許税／不動産取得税／固定資産税】
○認定長期優良住宅化リフォーム、一定の省エネ改修を行った住宅

について、所得税・固定資産税の特例措置

○認定長期優良住宅について、所得税・登録免許税・不動産取得税・
固定資産税の特例措置

○認定低炭素住宅について、所得税・登録免許税の特例措置

【贈与税】
○省エネルギー性等に優れた住宅を取得等するための資金の贈与

を受けた場合、贈与税の非課税限度額を500万円加算

補助

【サステナブル建築物等先導事業】
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】
○中小工務店において認定低炭素建築物等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【既存建築物省エネ化推進事業】
○既存建築物について躯体改修を伴い省エネ効果１５％以上が見込

まれるとともに、改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満た
す

省エネ改修の費用 等
【補助率】１／３（補助限度額5000万円／件 等）

【サステナブル建築物等先導事業】
○先導的な技術に係る建築構造等の整備費、効果の検証等に

要する費用 等 【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【地域型住宅グリーン化事業】
○中小工務店においてゼロ・エネルギー住宅等とすることによる掛か

り増し費用相当額等【補助率】１／２（補助限度額は条件による）

【長期優良住宅化リフォーム推進事業】
○既存住宅の長寿命化に資するリフォームに要する費用 等

【補助率】１／３ （補助限度額100万円／戸 等）

※１ 長期優良住宅 ：長期にわたり良好な状態で使用できる耐久性、耐震性、維持保全容易性、可変性、省エネ性等を備えた良質な住宅として、認定を受けた住宅
※２ 低炭素住宅 ：高い省エネ性能等を備えたものして、認定を受けた住宅・建築物

新築

改修

新築 改修

新築 改修

改修

新築

新築

新築 改修

改修
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新築 改修

新築 改修

改修

新築



住宅金融支援機構のフラット３５Ｓ

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の対象となる住宅の基準の概要

○ 耐震性等の性能が優れた住宅（以下のいずれかに該当する住宅） （Ｂプラン）

《耐震性に優れた住宅》

○耐震等級（構造躯体の倒
壊等防止）２以上又は免
震建築物であること。

耐震化の推進 バリアフリー化の推進

《耐久性・可変性に
優れた住宅》

○劣化対策等級３、維持
管理対策等級２以上及
び一定の更新対策 （更

新対策については共同
住宅等に限る。）のすべ
てに適合すること。

耐久性・可変性の推進

《省エネルギー性に
優れた住宅》

○断熱等性能等級４また
は一次エネルギー消費量
等級４であること。

地球温暖化対策の推進

《バリアフリー性に
優れた住宅》

○高齢者等配慮対策等
級３以上であること。

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅（以下のいずれかに該当する住宅） （Ａプラン）

○耐震等級（構造躯体の
倒壊等防止）３であるこ
と。

耐震化の推進 バリアフリー化の推進 耐久性・可変性の推進

○認定低炭素住宅

○一次エネルギー消費量
等級５であること

○性能向上計画認定住宅

地球温暖化対策の推進

○高齢者等配慮対策等級
４以上であること。（共同
住宅は専有部分のみ等
級４以上、共用部分は
等級３以上）

○長期優良住宅（新築・
中古）であること。

（注）上記の他、既存住宅を対象とした省エネルギー性及びバリアフリー性の基準がある。

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の内容

○ 耐震性等の性能が優れた住宅を取得する場

合は、当初５年間の金利を０．２５％引き下げる。

（Ｂプラン）

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅を取得す

る場合は、当初１０年間の金利を０．２５％引き

下げる。（Ａプラン）

5年 10年

▲0.25％

5年

▲0.25％

耐震性等の性能が優れた住宅 （Ｂプラン）

長期優良住宅等の
特に優れた住宅 （Aプラン）

金利引下げ期間 金利引下げ期間

金
利
引
下
げ
幅

金
利
引
下
げ
幅

○ 耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅の供給促進のため、以下（右下図）に掲げるいずれかに該当する住宅に対し
て、証券化支援の枠組みの下で、住宅ローンの金利引下げを行う制度
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一定の省エネ改修工事又はそれを含む長期優良住宅化リフォームを行った場合、以下
の額を５年間所得税額から控除
①改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工
事又はそれを含む長期優良住宅化リフォーム（上限250万円）の年末ローン残高の２％
②①以外の増改築等に係る借入金の年末ローン残高の１％

（①＋②の借入金の上限は1000万円）
→５年間で最大62.5万円の減税

（H33.12.31まで）所得税（ローン型）

長期優良住宅の新築・取得を行った場合、一戸建ては５年間、
マンションは７年間、固定資産税額を１/２軽減（一般住宅の場
合：一戸建ては３年間、マンションは５年間）

（H32.3.31まで）固定資産税

住宅に係る省エネ関係税制（H30年度税制改正）

住宅の新築・取得又は一定の増改築等を行った場合、住宅ローンの年末残高の１％を10年間所得税額から控除（10年以上のローンが対象） ※ 1
→＜一般住宅の新築・取得又は一定の増改築等＞ 10年間で、最大400万円の減税
→＜低炭素住宅・長期優良住宅の新築＞10年間で、最大500万円の減税

（H33.12.31まで）

低炭素住宅・長期優良住宅の新築・取得を行った場合、標準的
な性能強化費用相当額（上限650万円）の10％をその年分の所
得税額から控除
→最大65万円の減税

（H33.12.31まで）所得税（投資型）

低炭素住宅・長期優良住宅の新築・取得を行った場合、所有権
保存登記及び所有権移転登記の税率を減免
保存登記：一般住宅0.15％→低炭素住宅・長期優良住宅0.1％
移転登記：一般住宅0.3％→低炭素住宅0.1％

長期優良住宅0.2％(戸建て)
0.1％(マンション)

（H32.3.31まで）登録免許税

※ 1 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除（H26.3までは最高9.75万円、H26.4からは最高13.65万円）
※２ 所得税の特例はいずれかの選択制

省エネ性（断熱等性能等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上）等の高い住宅について、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額を500万円加算
（省エネ性等の高い住宅についての非課税限度額は、H28.1.1～：最大1,200万円、H31.4.1～：最大3,000万円、H32.4.1～：最大1,500万円、H33.4.1～：最大1,200万円）

（H33.12.31まで）贈与税

所得税（住宅ローン減税）

新築

長期優良住宅の取得を行った場合、課税標準から1,300万円を
控除（一般住宅の場合：1,200万円）

（H32.3.31まで）不動産取得税

改修

一定の省エネ改修工事を行った場合、標準的な工事費用相当額（上限250万円（※太
陽光発電設備を設置する場合は350万円））の10％をその年分の所得税額から控除
→最大25万円（太陽光発電設備設置時は35万円）の減税
長期優良住宅化リフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額（一定の耐震改
修、省エネ改修及び耐久性向上改修を実施する場合は上限500万円（※太陽光発電設
備を設置する場合は600万円）、一定の耐震改修と省エネ改修のいずれか及び耐久性
向上改修を実施する場合は上限250万円（※太陽光発電設備を設置する場合は350万
円））の10％をその年分の所得税額から控除
→最大50万円（太陽光発電設備設置時は60万円）の減税
※断熱工事に併せて行う高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置も対象

（H33.12.31まで）所得税（投資型）

一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度の固定資産税額を１/３軽減
一定の省エネ改修工事を行い、長期優良住宅（増改築）の認定を取得する場合、翌年
度の固定資産税額を２/３軽減

（H32.3.31まで）固定資産税

35

３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等



⑵ ZEH（ゼロ・エネルギー住宅）等の整備支援

36
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年度 H28 H29 H28 H29 H28 H29 H28 H29

『ZEH』 25,409 30,901 24,843 30,110 526 740 40 51

Nearly ZEH 10,145 12,695 9,630 12,287 341 317 174 91

ZEHシリーズ計 35,554 43,596 34,473 42,397 867 1,057 214 142

合計 新築注文住宅 新築建売住宅 既存改修

※平成29年度の実績は速報値

ZEHビルダーには、年度毎のZEHシリーズ供給実績の報告を義務付けている。
過去２年分の集計結果は以下の通り。2020年目標の対象である新築注文戸建住宅の、2017年
度実績は約4.2万戸であった。

資源エネルギー庁作成資料
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ZEHビルダーによる供給実績の推移



さらに省CO2化を進めた先導的な低炭素住宅
（ライフサイクルカーボンマイナス住宅（LCCM住宅））

省エネ性能表示
（BELS）を活用した
申請手続の共通化

関連情報の
一元的提供

将来の更なる普及に向けて供給を促進すべきZEH

※ より高性能なＺＥＨ、建売住宅、集合住宅（高層）

ZEHに対する支援

中小工務店等が連携して建築するZEH

※ ZEHの施工経験が乏しい事業者に対する優遇

関係省庁（経済産業省・国土交通省・環境省）が連携して、住宅の省エネ・省ＣＯ２化に取り組み、
２０２０年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をＺＥＨにし、２０３０年までに
建売戸建や集合住宅を含む新築住宅の平均でZEHを実現することを目指す。

引き続き供給を促進すべきZEH

※ 注文住宅、集合住宅（低中層）

ＺＥＨ （ゼロ・エネルギー住宅）等の推進に向けた取組 （平成30年度予算）

H30予算:10,221百万円の内数 【国土交通省】

H30予算：60,040百万円の内数 【経済産業省】

H30予算：8,500百万円の内数 【環境省】

H30予算：11,500百万円の内数 【国土交通省】

38

３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等

・・・・・P40

・・・・・P39

・・・・・P41

・・・・・P42



事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

事業イメージ
事業目的・概要
工場・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エ
ネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進します。

成果目標
平成42年省エネ見通し（5,030万kl削減）達成に寄与します。

平成32年までに新築戸建住宅の過半数のZEH実現と公共建築物に
おけるZEB実現及び、省エネリフォーム件数の倍増を目指します。

事業者等
補助

補助（①1/2,1/3,1/4 ②戸建：定額 集合：2/3
③2/3 ④1/2）

給湯

照明

暖房

冷房
換気

削減

エネルギーを上手に使う

＋

エネルギーを創る

大幅な省エネを実現した上で、再生可能エネルギーにより、
年間で消費するエネルギー量をまかなうことを目指した住宅/建築物

②、③
ZEH/ZEBとは

＋

エネルギーを極力
必要としない

① 省エネルギー設備への入替支援
工場等における省エネ設備への入替促進のため、対象設備を限定し
ない「工場・事業場単位」（複数事業者が連携する設備入替も含
む）、申請手続きが簡易な「設備単位」での支援を行います。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の導入・実証支援
ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーにより建築されるZEH+（現
行のZEHより省エネを更に深堀りするとともに、設備のより効率的な運
用等により太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したZEH）の導
入や集合住宅におけるZEHの実証等を支援します。

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援
ZEBの実現・普及のためのガイドライン作成、ZEBを推進する設計事
務所や建築業者、オーナーの発掘・育成等を目的に、ZEBの構成要
素となる高断熱建材・設備機器等を用いた実証を支援します。

④ 次世代省エネ建材の導入支援
既存住宅の断熱・省エネ性能の向上を図るため、工期短縮可能な
高性能断熱建材や蓄熱、調湿等の付加価値を有する省エネ建材の
導入を支援します。

④

複数事業者が連携した取組

① 工場・事業場単位での支援
事業者の省エネ取組を支援

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金
平成30年度予算額 600.4億円（672.6億円）

設備単位での支援

業務用給湯器 産業用ヒートポンプ

設備更新

エネマネの活用等による
効率改善

エネマネ事業者※の活用による
効率的・効果的な省エネ

※エネマネ事業者：エネルギーマネジメントシステムを導入し、エネルギーの見える化
サービスをはじめとした、エネルギー管理支援サービスを通じて工
場・事業場等の省エネルギー事業を支援する者。

事業者Ｂ
上工程

上工程
統合・集約

設備廃止

増エネ

下工程

下工程
半製品の供給

ＡとＢ
全体で省エネ事業者A

製品

製品

製造工程

省エネ

次世代省エネ建材の導入支援

設備導入

高性能断熱建材や新たな付加価値を有する省エネ建材の導入を支援

工期を短縮して断熱改修 ドアの断熱
蓄熱や調湿による消費エ

ネルギー低減

断熱
パネル

既存壁
壁紙 断熱材

蓄熱材

調湿材

39

３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等
資源エネルギー庁作成資料



背景・目的 事業概要

期待される効果

事業概要

平成30年度予算（案）
8,200百万円（新規）

2030年のCO2削減目標達成のためには、家庭部門からのCO2排出

量を約４割削減しなければならない。

その達成には、住宅の省エネルギー性能の向上等を図る必要があ

り、このためには、戸建・集合住宅におけるネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス（ZEH）のより一層の普及を促進する必要がある。

加えて、既存住宅の省エネ化に資する高断熱建材を用いた住宅の断

熱改修を推進する必要がある。

また、より低炭素性能の優れた先進素材や再エネ熱活用の普及を促

進することにより住宅の低炭素化を促進する。

1. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化による住宅における低炭素化促
進事業

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：住宅（戸建、分譲集合、賃貸集合）を建築・改修する者

補助率等 ：①及び③定額（70万円/戸）

②定額（上限額：90万円/戸）

※②は①に加えて交付

※蓄電池3万円/kWh（上限額：30万円）を別途補助

事業実施期間：①について：平成30年度～平成31年度

②及び③について：平成30年～34年度
2. 高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業

補助対象 ：非営利法人 補助割合：定額

間接補助対象：既存戸建住宅を改修する者、既存集合住宅を改修する者

補助率等 ：①既存戸建住宅への高性能建材導入：1/3

（上限：120万円/戸）

②既存集合住宅への高性能建材導入：1/3

（上限：15万円/戸）

※家庭用蓄電池 設備費：定額（3万円/kWh、上限：1/3）

工事費：定額（上限：5万円/台）を別途補助

※家庭用蓄熱設備等

設備費及び工事費合わせて定額（上限：5万円/台）

を別途補助

事業実施期間：平成30年度～平成31年度

1. ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化による住宅における
低炭素化促進事業事業（経済産業省、国土交通省連携事業）

① 戸建住宅において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築・改修する

者に定額の補助を行う。

② ZEHの要件を満たす住宅に、低炭素化に資する素材を一定量以上使

用し、又は先進的な再エネ熱利用技術を活用した戸建住宅を建築す

る際に定額の補助を行う。

③ 分譲集合住宅及び賃貸集合住宅（一定規模以下）において、ZEH相

当となるものを新築又は同基準を達成するように既築住宅を改修す

る場合に、追加的に必要となる費用の一部に定額補助を行う。
2. 高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業（経済産業省連携事

業）

①既存戸建住宅及び、②既存集合住宅について、高性能建材導入に

係る経費の一部を補助する。

住宅用太陽光発電設備（10kWh未満）が設置されており、2-①の事

業に加え、既存戸建住宅に一定の要件を満たした家庭用蓄電池、又

は蓄熱設備を設置する者に対し設備費と工事費の一部を補助。

ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等による
住宅における低炭素化促進事業（経済産業省、一部国土交通省連携事業）
ネット･ゼロ･エネルギー･ハウス（ZEH）化等による
住宅における低炭素化促進事業（経済産業省、一部国土交通省連携事業）

平成30年度予算
8,500百万円（新規）

戸建住宅及び集合住宅のZEH化、断熱リフォームの推進による既存住宅の高断熱

化等を進め、住宅の低炭素化を促進し、家庭部門のCO2削減目標達成に貢献する。

低炭素化に資する素材（CLT、CNF等）や先進的な再エネ熱利用技術等、低炭素

性能に優れた素材等の普及の端緒を開く。

再生可能エネルギーの自家消費に対するインセンティブを提供することで、再生

可能エネルギーの普及拡大を図る。

事業スキーム

（補助率）定額

補助金

（補助率）
1/3,定額

事業者等

補助金

環
境
省

非
営
利

法
人

非
営
利

法
人
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地域型住宅グリーン化事業

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、省エネ性能や耐久性等に優れ
た木造住宅・建築物の整備を図るとともに、これと併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を行う。

•地域型住宅の規格・仕様

•資材の供給・加工・利用

•積算、施工方法

•維持管理方法

•その他、グループの取組

共通ルールの設定

長寿命型

高度省エネ型

補助限度額

110万円/戸 ※１長期優良住宅

認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
ゼロ・エネルギー住宅

110万円/戸 ※１

110万円/戸 ※１

140万円/戸 ※２

太陽熱温水器

高効率給湯機
劣化対策

耐震性

計画的な維持管理

グループの構築

地
域
型
住
宅
・建
築
物
の
整
備

優良建築物型

認定低炭素建築物など一定の良質な建築物

補助限度額 ：１万円/平米（床面積）

外皮の
高断熱化

外皮の高断熱化

１次エネルギー消費量が
基準と比べ少ない

その他一定の措置（選択）
・ＢＥＭＳの導入
・節水対策

・ヒートアイランド対策 等

補助対象（住宅）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内かつ対象事業費の1/10以内

補助対象（建築物）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内

・地域材加算 ……… 主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域
材を使用する場合、20万円/戸を限度に補助額を加算

・三世代同居加算 … 玄関・キッチン・浴室又はトイレのうちいずれか２つ
以上を複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度に補助額
を加算

※１ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額100万円/戸

※２ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額125万円/戸

関連事業者の
連携体制の構築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

平成30年度予算：115億円
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省エネ・省ＣＯ２技術による低炭素化、健康、災害時の継続性、少子化対策等に係る住宅・建築物のリーディングプロジェクトを広
く民間等から提案を募り、支援を行うことにより、総合的な観点からサステナブルな社会の形成を図る。

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや意識啓発に寄与

＜補助率＞ １／２

＜限度額＞原則5億円（新築の建築物及び共同住宅のプロジェクトについては、さらに総事業費の5％を上限額とする。）

ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ建築物等先導事業（省CO2先導型）

省CO2技術の効率的な利用により、省CO2性能を向上する

健康 少子化 災害時の継続性

省エネ・省ＣＯ２の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ

省エネ・省CO2技術

平成30年度予算:環境・ｽﾄｯｸ活用推進事業
102.21億円の内数
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帰宅困難者
受け入れゾーン

地中熱

エネルギー
ディスプレイ

隣接する建築物

■個々の建築物で既に導入されてい
る技術であるBEMSやコージェネ

レーションを建物間で融通し、電
力・熱の融通を実現

■一括受電設備・非常用発
電機能付きコージェネ

■地中熱等、複数の熱源
群の最適制御

■BCP・LCPの拠点の整備

電力・熱の融通

先導技術を導入した大規模ビル

■地域木材

■太陽光発電パネル
＋太陽熱給湯集熱パネル

■LED照明の
多灯分散配置

■日射を遮蔽する
木製ルーバー

■高効率給湯器・
燃料電池

ＬＣＣＭ住宅

３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等



⑶ 住宅性能表示制度

43



新築住宅の住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定により、住宅の基本的な性能について、

共通のルール（国が定める日本住宅性能表示基準・評価方法基準）に基づき、

公正中立な第三者機関（登録住宅性能評価機関）が

設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価し、

建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる

平成12年度から運用が実施された任意の制度である。

●性能評価項目のイメージ

住宅性能表示制度の概要

10分野33項目について
等級等による評価等を行う。

例「構造の安定」の場合

項目 等級 具体的な性能

1-1耐震等級
（構造躯体の
倒壊等防止）
【地震等に対
する倒壊のし
にくさ】

等級３
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.5倍の力に
対して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級２
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.25倍の力
に対して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級１

極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力に対して建物
が倒壊、崩壊等しない程度

＝建築基準法がすべての建物に求めている最低基準

温熱環境・エネルギー消費量

●住宅性能表示制度の実績（H12年度～H29年度）

・平成29年度の実績は約400戸、制度開始からの累計実績は約5,500戸※

※新築住宅は設計住宅性能評価書、既存住宅は建設住宅性能評価書の交付ベースで集計

・平成29年度の実績は約23万戸、新設住宅の約24％が住宅性能表示制度を利用※

■ 既存住宅

■ 新築住宅

1,498

13,214
24,706

42,036
54,061

58,21761,945 61,109
65,550

77,166
93,278

92,092
93,693

100,339

88,312
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105,146
108,486
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68,939

95,178

109,177

137,077
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131,297
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121,851123,570
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住宅性能表示制度における温熱環境・エネルギー消費量に関する基準

＜温熱環境・エネルギー消費量に関する評価基準（新築住宅）＞＜温熱環境・エネルギー消費量に関する評価基準（新築住宅）＞

断熱等性能等級 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量等級

等級１ 【上記以外】

等級４【省エネ基準相当 】

等級５ 【誘導基準※3相当】

等級１ 【上記以外】

等級２ 【S55基準※2相当】

等級３ 【H４基準※1相当】

等級４【省エネ基準相当】

○ 住宅性能表示制度における温熱環境・エネルギー消費量に関する基準として、断熱等性能等級及び
一次エネルギー消費量等級をそれぞれ設定している。

※1：省エネ法に基づき平成4年に定められた基準
※2：省エネ法に基づき昭和55年に定められた基準
※3：建築物省エネ法に基づく省エネルギー性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準（省エネ基準の一次エネルギー消費量から10%削減したもの）

３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等
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⑷ 既存ストックの省エネ改修への支援
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建築物ストックの省エネ改修等を促進するため、民間等が行う省エネ改修工事・バリアフリー改修工事に対し、改修後の

省エネ性能を表示をすることを要件に、国が事業の実施に要する費用の一部を支援する。

【事業の要件】
A 以下の要件を満たす、建築物の改修工事

①躯体（壁・天井等）の省エネ改修を伴うものであること
②改修前と比較して15%以上の省エネ効果が見込まれること
③改修後に一定の省エネ性能に関する基準を満たすこと
④省エネ性能を表示すること

B 300㎡以上の既存住宅・建築物における省エネ性能の診断・表示

【補助対象費用】
1) 省エネ改修工事に要する費用
2) エネルギー計測等に要する費用
3) バリアフリー改修工事に要する費用（省エネ改修工事と併せて

バリアフリー改修工事を行う場合に限る ）
4)省エネ性能の表示に要する費用

【補助率・上限】

・補助率：1/3
定額（Bの事業で特に波及効果の高いもの）

・上限
＜建築物＞
5,000万円／件（設備部分は2,500万円）
※ バリアフリー改修を行う場合にあっては、バリアフリー改修を行う費用

として2,500万円を加算
（ただし、バリアフリー改修部分は省エネ改修の額以下とする。）

＜支援対象のイメージ＞

○ 躯体の省エネ改修
・ 天井、外壁等（断熱） ・ 開口部（複層ガラス、二重サッシ等） 等

○ 高効率設備への改修
・ 空調、換気、給湯、照明 等

○ バリアフリー改修
・ 廊下等の拡幅、手すりの設置、段差の解消 等

○ 省エネ性能の表示

＜省エネ改修例＞

既存建築物省エネ化推進事業

断熱材
（例：グラスウール）

窓サッシ・
窓ガラス（例：複層ガラス）

庇やルーバーの設置省エネ性能の表示

高効率空調設備

平成３０年度予算： 環境・ストック活用推進事業 102.21百万円の内数
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長期優良住宅化リフォーム推進事業
３．住宅・建築物の省エネルギー化に係る主要な支援施策等

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅

の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

効 果

【対象事業】

以下の①～③を満たすリフォーム工事

①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること

②工事後に耐震性と劣化対策が確保されること

③日常的に使用する居室等の部分が、省エネルギー性、バリアフリ

ー性等のいずれかの基準を満たすもの

※若者が既存住宅取得時に行うリフォームは適用要件を緩和

（①、②のみ適用）

【補助率】 １／３

【限度額】 １００万円／戸

○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸

さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、

５０万円／戸を上限として補助

○ 三世代同居の推進○ 良質な既存住宅ストックの
形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

事 業 概 要

○インスペクションの実施

○性能向上等

・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性

○維持保全計画・履歴の作成

※ 三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

○三世代同居改修

例）キッチンの増設

耐震性

例）軸組等の補強

劣化対策

例）床下防湿
・防蟻措置

省エネルギー性

例）外壁の断熱

三世代同居改修

○ 若者の住宅取得への
支援

平成30年度予算額：42億円
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